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２ ０ １ ０ 年 度 税 制 改 正 大 綱 の あ ら ま し
 
 あけましておめでとうございます。 

２０１０年度税制改正のあらましをご案

内します。民主党に政権交代をして初めて

の税制改正大綱となります。 

３月中に国会の審議を経て、正式に法律

になる予定です。 ○･･減税 ×･･増税

区 分 項  目 時  期 内       容 
 

    

 

  法人税 
 

 

 

 

特殊支配同族

会社の損金不

算入の廃止○ 

10年4月1日

に終了する

期～ 

社長一族が９０％以上の株式を所有する会社につい

て、社長の給料の給与所得控除相当が、法人税の課

税対象となる制度を廃止。 

租税特別措置

法の延長 

○、× 

各２年間延

長 

 

 

①中小企業者の少額減価償却資産（１点３０万円未

満）の損金算入･･○、②中小企業投資促進税制（１

台１６０万円以上の機械等は、特別償却または税額

控除）･･○、③交際費の損金不算入･･×、など。 

１００％グル

ープ会社間の

税制の創設○ 

10年10月～ ① 資 産 の 譲 渡 損 益 は グ ル ー プ 外 移 転 ま で 繰 延 べ

② 受 取 配 当 は 全 額 益 金 不 算 入  

③ グ ル ー プ 内 の 寄 附 金 は 損 益 に 不 算 入 、 な ど 。

 

 

 

所得税・ 

住民税 
 

 

 

扶養控除の見

直し × 

11年～(所)

12年～(住)

１ ５ 歳 以 下 の 全 額 と 、 １ ６ 歳 ～ １ ８ 歳 の 上 乗 せ

分 (所 得 税 ２ ５ 万 円 、 住 民 税 １ ２ 万 円 )が 廃 止 。

生命保険料控

除の改正 

○、× 

12年新規加

入分～ 

 

介護医療保険料控除が創設（上限は所得税４万円、

住民税２万８千円）。生命保険料控除の一般と年金

の１２年以後新規加入分の各上限は、所得税４万円

住民税２万８千円に引下げ。 

少額上場株式

の配当、譲渡

益の非課税○ 

12年～14年

    

２０歳以上の者が証券会社等に開設した、「非課税

口座」内の１年当たり１００万円までの上場株式に

ついては、配当、譲渡益は非課税。 

 

 

 

 

 

  相続税・ 

贈与税 

住宅取得資金

の贈与の拡大

○ 

10年～11年

の贈与 

 

親、祖父母から、合計所得２０００万円以下の年に

住宅取得資金の贈与を受けた場合、 

10年の贈与は１５００万円まで非課税 

11年の贈与は１０００万円まで非課税 

相続時精算課

税の特例の延

長 ○ 

～11年12月

末 

住宅取得資金の贈与の特例は、特別控除の上乗せ 

（原則２５００万円の上乗せ１０００万円）は廃止､

親の年齢制限なし（原則は６５歳以上）は存続。 

小規模宅地の

評価減の特例

の改正 × 

10年4月1日

の相続～ 

①申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地を適

用対象から除外、 

②共同相続があった宅地は、取得した相続人ごとに

適用要件を判定、 

③一棟の建物の敷地のうちに、特定居住用宅地とそ

れ以外がある場合は、部分ごとに軽減割合を計算 

定期金の評価

の改正 × 

10年4月1日

の相続・贈

与～ 

給付事由が発生していない定期金に関する権利の評

価額は、原則として解約返戻金相当額で計算。 

 

（その他）①自動車重量税の引下げ、②たばこ税の引上げ･･10 年 10 月 1 日より１箱 300 円が

400 円程度に、③消費税の還付の規制･･自販機設置等による還付を規制 

（落合 孝裕） 

   

２０１０年 1 月号（№１３９） 


